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○議事日程〔 第１号 〕 

 ４月２４日（金曜日）午前１０時 開会 

 ※開会宣告 

※開議宣告 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３   第３５号議案及び第１号報告から第 

      ４号報告まで上程 

      （提案理由説明・質疑・討論・表決） 

  

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ    

  

○出席議員（２１名） 

１  番  近 藤 紀 男 
２ 番  成 重 博 文 
３  番  安 達    隆 
４  番  尾 上 真 一 
５  番    山  田  秀  夫 
６  番  松 本 博 彰 
７ 番   中山田  健  晴 
８  番    河  野  徳  久 
９  番    明 石 光 子 
１０ 番  土 谷   力 

１１  番    村 上 和 人 
１２  番    鴛  海  政  幸 
１３  番    後  藤  龍太郎 
１４  番    安  東  正  洋 
１５  番    北 崎 安 行 
１６  番    川 原  直 記 
１７  番    河  野  正  春 
１８  番    山 本 博 文 
２０  番    堂 園 慶 吾 
２１  番    徳 永   浄 
２２  番    大  石  忠 昭 

 
○欠席議員（１名） 

１９  番    菅    健 雄 
 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  甲 斐 智 光 

議 事 係 長  清 水 栄 二 

庶 務 係 長  伊 藤 康 輔 

 

 

書    記  近 藤 浩 二 
 

○説明のため議場に出席した者の職氏名 

市     長  永 松 博 文 

副  市  長  都 甲 昌 叡 

会計管理者兼市参事兼会計課長  

           安 東 洋 義 
市参事兼真玉市民センター長 

 岩 永 澄 雄 
市参事兼香々地市民センター長 

 大 園 栄 治 
市参事兼企画情報課長 中 嶋 栄 治 

市参事兼税務課長  尾 造 正 直 
市参事兼消防長  福 光 博 文 
総 務 課 長  桒 原 茂 彦 

財 政 課 長    増 田 正 義 
市 民 課 長  橋 本 和 明 
保 険 年 金 課 長  南 松 豊 久 
子育て・健康推進課長 安 東 道 男 
環 境 課 長  後 藤 則 隆 

商 工 観 光 課 長  佐 藤 之 則 
農 林 振 興 課 長   井 上 晃 一 
農 地 整 備 課 長  河 野 義 雄 
建  設  課  長  野 村 信 隆 
下 水 道 課 長  佐 當 公 夫 
福 祉 事 務 所 長  安 東 良 介 
水 道 課 長  甲 斐 好 信 
総 務 法 規 係 長     佐々木 真 治 
秘 書 係 長    飯 沼 憲 一 

   
教育庁 
教  育  長  河 野   潔 
総 務 課 長  奥 田 秀 穂 
学 校 教 育 課 長  早 田 義司郎  

 

○議長（鴛海政幸君）  ただ今の出席議員は２１名

で、議員定数の半数に達しております。 

 よって、平成２１年第１回豊後高田市議会臨時会

は成立いたしましたので開会いたします。 

○議長（鴛海政幸君）  これより本日の会議を開き

ます。 

 市長ほか関係者の出席を求めましたので、ご了承

願います。 

平成２１年第１回豊後高田市議会臨時会会議録（第１号） 
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○議長（鴛海政幸君）  日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員に１番近藤紀男君及び２番成重博

文君を指名いたします。 

○議長（鴛海政幸君）  日程第２、会期の決定を議

題といたします。 

 おはかりいたします。 

 今期臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、今期臨時会の会期は、本日１日限りと決

定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定は、お手元に配付してお

ります会議予定表のとおりです。 

○議長（鴛海政幸君）  日程第３、第３５号議案及

び第１号報告から第４号報告までを一括議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  まず、提案理由説明に先立

ちまして一言御礼を申し上げます。 

 先の市長選挙におきましては、議員各位を始め、

市民の皆様方の力強いご支援により無投票当選の栄

誉を賜り、心より感謝申し上げますとともに、責任

の重大さを改めて痛感しているところでございます。 

 今後、初心に帰り、市政の運営に全身全霊を傾け

て邁進したいと考えておりますので、議員各位にお

かれましても引き続き、ご支援・ご協力を何とぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 それでは、提案理由説明をさせていただきます。 

 本日ここに第１回臨時会を招集いたしましたとこ

ろ、議員各位にはご多忙中にもかかわりませず、ご

出席くださいまして誠にありがとうございます。 

 それでは諸般の報告を申し上げます。 

百年に一度と言われる世界的な経済不況による景

気後退下での緊急対策として、国の補正予算により

実施しております定額給付金についてでございます

が、本市におきましては３月１８日より申請の受付

を開始いたしまして、４月９日に第１回目の給付を

いたしたところでございます。 

申請状況につきましては、現在までに給付対象世

帯数１万４４７件のうち、９，８０１件申請してい

ただいており、率にして９３．８パーセントとなっ

ております。また、給付状況でありますが、４月９

日の第１回目の給付では、７，６４９件の給付を行

い、今月末までには申請をいただいたものの内、９

７．７パーセントにあたる９，５７７件について給

付が完了する予定となっております。 

この定額給付金の効果により、本市の消費拡大と

経済の活性化に期待をいたしているところでござい

ます。 

次に、３月２４日に正起金属加工株式会社大分工

場で、製鋼用アルミ脱酸剤の製造設備の竣工式が行

われました。同社大分工場は昭和４７年１０月に立

地した誘致企業であり、ここ数年製造を休止してお

りましたが、今回、製品の製造を再開することとな

り、新たな雇用も考えられますので、大変喜んでお

ります。 

さらに、ヤクルトヘルスフーズ株式会社が、４月

１日より株式会社ヤクルト本社の１００パーセント

出資会社として再出発し、それに伴い、本市へ本社

機能及び生産拠点の統合を行うこととなり、従業員

も増えることになりました。  

 今後は、契約農家と提携しながら栽培した高品質

のケールや大麦若葉を使用した青汁商品等の製造・

販売を行うなど、青汁のトップメーカーを目指して

いくとお聞きしております。 

昨今の厳しい経済不況の中にあって、このような

市内企業の元気のあるうれしい話題は、本市経済の

弾みになるものと大いに期待しているところでござ

います。 

次に、市報等でお知らせしていました４月２９日

開催の「昭和の町の昭和の日」についての行事でご

ざいますが、当日予定しておりましたボンネットバ

スのお披露目イベントについて、期日までにボンネ

ットバスが完成しませんでしたので開催できなくな

りました。 

このイベントを楽しみにされていた多くの市民の

皆様方には大変残念な思いをさせてしまい、誠に申

し訳なく思っている次第でございます。 

それでは、本臨時会に提案いたしました議案及び

報告につきまして、その大要をご説明申し上げます。 

第３５号議案の平成２１年度豊後高田市一般会計

補正予算（第１号）についてでございますが、これ

は、豊後高田商工会議所及び西国東商工会が実施す

る市内での消費拡大を図るためのキャンペーン事業

に対して補助を行うものでございます。 

補助事業の概要といたしましては、お配りしてお
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ります事業概要に記載しておりますが、期間中に一

定金額以上、市内の登録店で消費した方に対し抽選

で、地上デジタル対応型液晶テレビなどの景品を贈

呈するもので、これらの景品の購入経費について補

助するものでございます。 

次に、第１号報告から第４号報告までについてで

ございますが、早急に所要の規定の整備を行う必要

が生じ、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き専決処分したので、同条第３項の規定により報告

し、承認を求めるものでございます。 

第１号報告の豊後高田市税条例等の一部改正につ

きましては、地方税法等の一部改正に伴い、平成２

１年３月３１日付で専決処分したものでございます。 

第２号報告の豊後高田市税特別措置条例の一部改

正につきましては、過疎地域自立促進特別措置法第

３１条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措

置が適用される場合等を定める省令等の改正に伴い、

固定資産税の課税免除の適用期間の延長を行うこと

について、平成２１年３月３１日付で専決処分した

ものでございます。 

第３号報告の豊後高田市国民健康保険税条例の一

部改正につきましては、地方税法施行令等の一部改

正に伴い、介護納付金課税額の課税限度額を１０万

円に改めることなどについて、平成２１年３月３１

日付で専決処分したものでございます。 

第４号報告の豊後高田市行政組織条例の一部改正

につきましては、景観等を活用した広域観光の推進

及び文化資源の活用の総合的な推進を図るため、企

画情報課の分掌事務である文化に関することを商工

観光課に移管することについて、平成２１年４月１

３日付で専決処分したものでございます。 

以上、本臨時会に提案いたしました議案及び報告

についてご説明申し上げましたが、何とぞ慎重審議

の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（鴛海政幸君）  おはかりいたします。 

 本案及び本件については、委員会の付託を省略い

たしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、第３５号議案及び第１号報告から第４号

報告までについては、委員会の付託を省略すること

に決しました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君）  日本共産党の大石であり

ます。何点か質疑をしたいと思います。 

 最初は３５号議案の一般会計の補正についてなん

ですが、いまの市長の説明や資料をいただいており

ますので概要はわかるんですけれども、この事業の

目的が市内での消費を拡大を図ると、市内の活性化

を図るというその事業に対して１，０００万補助を

出すということなんですけれども、一つは、対象に

なる店舗や事業者数ですね、それが商工会議所の内

部ですね会員でどれぐらいが予想されるのか、商工

会議所に現在登録されてない会員でなくても、店舗

や事業所についても希望があれば登録店として適用

するということなんですけれども、どういうような

業種の方が対象になるのか。でもう見込みとして商

工会議所に加入していない、以外の方でどれぐらい

の店舗や事業所が予想されるのかが一つの質問です。 

 もう一点は、地元での消費を拡大するということ

なんですが、この事業によって売上総額をどれだけ

見込まれるのか。たとえて、これがプレミアム式で

いくならば１，０００万といったら１億１，０００

万の売り上げということになるんだけども、こうじ

ゃなくて私なりに計算してみましたけれども、６，

０００円で１枚の券ですね。合格率が１００パーセ

ント当たっても１，０８５人やね、５倍になれば３

億何千万の売り上げということになるんだけども、

どれぐらいの総事業費を考えているのか。プレミア

ムよりも売り上げが増えるということは間違いない

と思うんだけど、その辺どう考えているのか。 

 もう一点の質問は、抽選景品が１，０００万円と

いう形で資料が出されておるんだけども、これをち

ょっといま、暗算で計算してみたんですけれども、

これでいきましたら、テレビとデジカメなんだけど

も、テレビとデジカメで当たる人は８５人じゃわね、

８５人に９００万円と、１，０００人に１００万円

ということになるんで、そんなに８５人で９００万

円もするような景品なのかちゅうと疑問持つもんだ

から、ざっと計算するとそうなるでしょ。だから、

これ一つ一つでちょっとどれぐらいの予算なのか。

説明してもらわんとちょっと疑問に思ったんですけ

ど、むしろ１，０００円のところを増やして、いわ

ゆる当たる人を増やしたほうが市民にとっては楽し

みが大きいんじゃないかなと思うんだけど、これや

ったら１，０８５人しか当たらないんですよね、そ

の辺。 
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 それから、もう一つは、抽選による景品の当たり

率じゃわね、率どれぐらい、競争率なんぼぐらいが

大体、総事業費がなんぼちゅうことになったら大体

わかるんやけどね。いわゆる空くじが何本あるのか、

何人に１人当たるんかと。特賞については期間を通

じて１回当たったらもう２回目はないですよという、

これわかるわね、説明書でわかるんだけども、大体

一般市民でいくならば、プレミアム式だったら、だ

れもが１万円がた買ったら１，０００円は余分に買

い物できるんじゃけど、今度の場合はいわゆる１，

０８５人しか景品が当たる人がないわけやわね。そ

の関係で、大体何枚自分が応募券をもらったときに

は、６，０００円で１枚もらうわけよね、何枚もら

ったときに当たるんかという点でちょっと聞きたい

んですよ。 

 それから、新聞報道では、市民じゃなくて市外の

方でもだれでもいいですよち、こうなってるんじゃ

けども、それでいったらどれぐらいを、市外での売

り上げをどれぐらい見込んで、パーセントで言った

ら市民でどれぐらい市外でどれぐらいの人に高田の

店舗や事業所で買い物をしてもらいたいというよう

な想定の事業なのかと。補助金は市が出すわけです

よね、市が出すわけやから、その辺ちょっと説明し

てもらいたい。 

 それから、もう一点でこの問題終わりますが、中

津など事務費を持たないところは、市が持たないと

ころは県内でもわずかなんですけど、事務費も国の

交付税で全部賄えるんやけどね。高田はもう、この

事業計画やったら事務費も市が持たないというふう

にとれるんですけどね。そうすると、登録店からの

負担金なるものや、あるいは商工会議所などからの

負担金なるものが考えられているのか、その辺、い

わゆる事務費についてどういうことになっているの

か説明してもらいたいと思います。 

 次が専決処分が今回４あるんですが、ちょっと基

本的なことで市長にお尋ねしたいんだけども、新し

く議長もかわりまして、声も大きいし張り切ってる

から大変立派だと思うんですよ。そこで、私はます

ます議会と執行部ちゅうのは車の両輪と言いますけ

れども、今のところ全部やっぱり執行ペースだと思

うんです。議会の権威を高めてもらいたいために市

長に質問したいんですよ。こういう専決処分をする

場合は、倉田市長時代というのは、議長や副議長に

は事前報告があるだけじゃなくて、担当の常任委員

会でいわゆる事前に会議開いてちゃんと説明すると

いう方法もとってきました。だんだんだんだん骨抜

きになってきたんだけどね。いまの現在よその県下

調べてみましても事前協議、事前に報告するところ

がかなりあります。豊後高田においては現在、現在

の永松市長はどういう方法を議会に対してとってい

るのかね。ちょっとそれを説明してもらいたいんで

す。 

 それから、基本的な質問では第１号報告は市税条

例の改定なんですけども、いろいろ改定があるんだ

けども１点だけ質問したいのは、公的年金に係る所

得で個人の市民税については１０月からは年金から

天引きするという、特別徴収をやるんだという条例

改定になってるわけね。この点については前の予算

委員会の時にも委託料の時に私議論しましたけれど

も、後期高齢者医療保険についても年金から天引き

だったんだけど、やっぱり全国でこれの反対の世論

が高いために本人の自由になるというふうになった

わけですね。どちらでも選択できるとなったときに、

今度はわざわざこういう形で条例専決処分やって、

もうこれは強制的にやると、こうこうこれだけの方

は強制的にやるというようにもう条例に謳われてま

すはね、なったんだけども、豊後高田で言うならば

対象が何人ぐらいあって、天引きされる特別徴収さ

れる予想税額ちゅうのはどれぐらい見込まれるのか、

説明してもらいたいと思うんです。 

 次が、第２号報告の市税特別措置条例の改定で、

過疎法の関係や企業立地法関係などで、固定資産税

の免除をしている企業をもう１年間だけいわゆる免

除期間を延期しましょうという条例改定なんですね。

豊後高田で言うならば、この延期することの対象に

なる企業がどれだけあるのか、その中で免除額がお

およそこれまでの実績から見てどれぐらいの免除額

になるのか説明してもらいたいと思うんです。 

 次が、第３号報告については国保税の条例改定な

んで、これも税法の改正によりまして介護納付金、

いわゆる４０歳から６４歳までの方の介護保険事業

に伴う負担なんですが、これが限度額がこれまで９

万円であったものが１０万円に改定するということ

になったんですけども、質問したいのは、これまで

９万円の限度額の方、限度額以上の方が高田では何

人おったのか。今回改定によって１０万以上に該当

する方が何人で、もう一個は３点目は９万から１０

万の中に、その中に９万１，０００円の人もあれば

９万９，０００円の人も出てくるんだけども、そう

いう人がどれぐらい想定されるのか。 
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以上で質疑終わりたいと思います。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは私から、私の基本

的な考え方を申し上げます。 

 私は専決はすべきでないというのが確かに前提で

あります。ただ、専決をする、今回の場合、特に税

について最終的に税改正の場合にはやむを得ずせざ

るを得ない場合にするということであります。そこ

辺のものの中でこれからも、いま税担当として、議

長、副議長さんにはやはり連絡をするのが当然であ

ろうと、そう思っております。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  商工観光課長佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君）  大石議員の３５号

議案についてのご質問にお答えいたします。 

 まず１点目、対象になる店舗数、事業者数のご質

問でございますが、今回の登録店の加盟要件につき

ましては、豊後高田商工会議所及び西国東商工会の

会員様及び市内事業者の内、登録を希望する者とい

うことで計画しておるようでございます。業種につ

きましては、小売業に限らず飲食店、サービス業な

ど幅広く登録いただけるようお願いしてまいりたい

と考えておる次第でございます。 

 それから２点目、売上総額をどのくらいに見込む

かということでございますが、この事業主体でござ

います商工会議所それから商工会のほうから特にそ

ういった設定はお聞きしておりませんけれども、考

え方といたしましては、具体的な数値目標は設定し

ておりませんが、より多くの皆様にご参加、ご応募

いただきたいと考えております。 

 また、スタンプラリー形式でございますので、よ

り多くの店舗等に登録いただくことで、幅広く消費

いただきたいと考えておりますし、景品そのものに

つきましてもこの１，０００万円分が市内事業者で

準備いただけるということで、一定の効果が期待で

きるのではないかというふうに考えてございます。 

 それから３点目、抽選の景品の１，０００万円の

内訳でございますが、お手持ちの表の中にございま

す４２型液晶テレビにつきましては合計で３００万

円、３２型液晶テレビにつきましては合計で５００

万円、デジタルカメラにつきましては合計で１００

万円、それからお買い物引換券につきましては計１

００万円の総額１，０００万円ということで想定し

ているというふうにお聞きしております。 

 それから４点目でございますけれども、当選確率

はどのくらいかということでございますが、これも

具体的な見込みは設定できていないということで、

お聞きはしておりません。しかし、要綱の中にござ

いますが、１人何口でも応募可ということで、たく

さんの人に応募していただき消費、市内での消費を

拡大していただきたいということを主眼にしてると

ころでございます。 

 それから５点目の、市外での割合をどのくらい見

込んでいるかということでございますが、済みませ

ん、これにつきましても具体的な見込みの設定とい

うのはございません。しかしながら、これにつきま

しても市外の方、また観光のお客様含めましてこの

市内で消費していただけるというメリットがござい

ますので、こういうことも見込んでいきたいという

ふうに考えておるようでございます。 

 それから６点目、事務費の関係でございますが、

今回、この事業の支援につきましては商工会議所そ

れから西国東商工会のほうから景品分１，０００万

円の支援を依頼を受けて今回この補正予算をお願い

しているところでございます。 

 それから済みません、漏れました。最初の１点目

のところでございますが、対象となる店舗数でござ

いますけれども、とりあえず豊後高田商工会議所の

会員さんが５４７、４月１４日現在でございます。

それから西国東商工会が２０６、４月１日現在とい

うことでございます。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  市参事兼税務課長尾造正直

君。 

○市参事兼税務課長（尾造正直君）  それでは、大

石議員の第１号報告のご質疑にお答えいたします。 

 ６５歳以上の年金所得者の人数及び税額関係であ

りますが、これは平成２０年度の課税状況ベースを

もとにお答え申し上げます。 

 ６５歳以上の人口は全体で８，２４３人でありま

して、そのうちの６５歳以上の年金所得者は７，８

９１人、このうち、年金所得者で市県民税の課税対

象者、いわゆる年金プラス給与、農業、営業等そう

いった部分の課税対象者が１，８６５人でございま

す。そのうち、年金所得者のみでを計算しまして市

民税課税対象者となりますと９４５人、税額にいた

しまして４，８３８万程度でございます。あとの１

０月から年金部分が特別徴収されるわけであります

が、その後、年金以外の分については併用徴収とい

うことになります。 
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 次に、第２号報告のご質疑でございますが、今回

延長された期間につきましては、免除の対象となる

資産の取得期限を定めるものでございます。改正前

につきましては平成２１年３月３１日までに取得し

た資産の一部が課税免除の対象でございました。こ

れを１年間延長するものであります。したがいまし

て、平成２１年の４月１日から１年間に企業が取得

する資産に対する固定資産税の一部について免除す

ることになります。実質の影響については平成２１

年度後半もしくは２２年度にあらわれることが予想

されます。 

 現在の経済状況では予測は非常に難しいところで

あります。平成２１年度の予算の見込みであります

が、１１社３，２５０万円を見込んでおりますが、

昨年度進出してきました５、６社についてはまだ適

用控除の指定申請、課税免除の申請等が出されてお

りませんので、機械設備等の把握が非常に難しいた

め、当初予算の中には見込んでおらないというのが

現状であります。 

 以上であります。 

○議長（鴛海政幸君）  保険年金課長南松豊久君。 

○保険年金課長（南松豊久君）  第３号報告の課税

限度額を１０万円にすることの影響世帯でございま

すが、平成２０年度の課税所得により算出いたしま

した件数を申し上げます。 

 ９万円を超す世帯については１０６世帯が見込ま

れます。課税限度額を１０万円としたときの影響世

帯でございますが８４世帯でございます。９万円か

ら１０万円までの間の世帯が２２世帯と見込まれま

す。税収の増の見込額については９４万８００円と

見込まれるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君）  ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君）  もう一度質疑をいたしま

す。 

 市長から答弁がありまして、市長は基本的には専

決はしないほうがという、そのとおりだと思うんで

す。やむを得ない場合に云々とあったんですけれど

も、いま聞いとったら、どうも議長、副議長にも連

絡ちゅうんですか、してないちゅうように聞こえた

んだけど、そうなんですかね。今後そうしたいとい

うことなんですかね。私が質問したのは、せめて議

長、副議長はしてるんじゃないだろうかと。よそで

は各常任委員会でわざわざ説明をしてるところもあ

ります。以前も豊後高田の場合は研究会ということ

で必ずやっておりました。別府なんかはいまもう調

査会という形でずっと必ずやっております、どうい

う問題でもね。だからどうするんかと、せめてそれ

ぐらいはどうだろうかという提起したんだけど、だ

んだんだんだん骨抜きになったと。市長は今のとこ

ろはしてなかったけれども、今後は議長、副議長に

しますということなんですかね、もう一回確認して

おきます。 

 私はやっぱり、火葬場の問題をめぐってもわかる

ように、本当に執行部と議会が一体になってやらな

いとなかなかやれないんですよね。だからどんな問

題でもやっぱり、もう議長もかわったことだし、や

っぱり議長とよく相談をして、議会で全員協議会に

諮るべき問題は諮る、所管の常任委員会で報告すべ

きはするというやって、一体となって市民のための

市政を進めてもらいたいちゅうことを思うんですけ

れども、市長の見解もう一回聞きます。 

 次に、予算の問題で遅ばせながら大分県内では一

番最後になったんですよね、この種の事業やるとい

うことで。本来ならば商工会議所側のほうから、こ

ういう臨時給付金が出たらこういうことやってやり

たいんやこうというぐらいあればいいんやけどね、

ないんですよね豊後高田の場合。なくて、やっぱり

市の内部でそういうことを研究した結果ここまでい

ったわけですわね。よって、事業効果を上げる、同

じ市が１，０００万交付するんなら、事業効果を上

げるということになると、１，０００人については

１，０００円のお買い物券をあげますよと、あと８

５人に９００万なんですよね。それは当たった人は

それはいいけれども、当たる確率が少ないちゅうこ

とやね。全体の中の１，０８５人しかこの景品もら

えないんですよね。 

 これは県内では津久見以外のところは、とにかく

地元の消費を拡大するために協力すれば、１万円出

せば１万１，０００円がた買えますよというのが大

体やね、そうでしょ。全国的に一番大きいのは６７

パーセントプレミアムがついとるね。大分県では豊

後大野市と玖珠町と九重町が２割なんですよね。１

万円がた出せば１万２，０００円がた買えるという

ところも大分県で３箇所あるんですよね。杵築の状

況も新聞報道されましたように、もうあっという間

に売れると、もう一回追加されるということになっ

たようですけれども、高田の方式でいくならば、成

功すれば商店街の全体の売り上げは増えるかと思う

んですよ。例えば、同じ１，０００万で言うならば、
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１割のプレミアムやったときには１億１，０００万

の売り上げになるんですけど。 

 今度の場合の１，０８５人の商品でこういうこと

をやってみても、６，０００円で１枚だから、それ

は１億１，０００万以上の売り上げがあることは間

違いないですそれはね、間違いないと見れるんです

よ。その点、商店街についてはいいけれども、当た

った人もいいですよね当たった人は、でも抽選で景

品もらう人が余りにも少ないわけよね、そうでしょ。

１，０８５人しかないということね。これを１割の

プレミアムやったときには１万人あるんですよ。１

万人の方が、いわゆる市民が得するか、そうでしょ。

市が１，０００万円出したときに１万人の方が得す

るのか、この高田方式ちゅうのは１，０８５人の方

が得をするかということになるわけよね。 

 そこで、この１，０００円の分のほうをもっと増

やして、商品の９００万円ちゅうのを減らすべきだ

と思うんですよね。だれが考えても８５人に９００

万円やると、もうそれよりはもう少しいまのような

不景気の状況から見れば、もうほんとに生活大変な

んだから１，０００円で、よそがやってるようにせ

めて１割、１割という人を増やすほうが市民にとっ

ては得じゃないかと思うんですよ。さっきの説明で

は、いや、９００万円がたのテレビやカメラについ

ても市内で消費するちゅうけど、もうテレビ売って

る店て何店ありますか、カメラ売ってる店何店あり

ますか。そこで消費するからそれも消費拡大になる

んだというけど、それよりも現金配ったほうが、そ

りゃ約１，０００近い店で自分が選んで買えるわけ

でしょ、どこでも買えるわけよね。そのほうが得じ

ゃないかと思うんで、その辺はちょっと行政指導を

してもらったほうがいいんじゃないんですか。８５

人に９００万円ね、１，０００人に１００万円ちゅ

う事業なんですよね。ほんとならば１万人に１，０

００円ずつだったんですよ、いわゆる１割方式をと

れば。そうでないでしょ。その辺ちょっと見直しが

できないのか、それのほうが市民は喜ぶと思います

よ。その辺検討ができないのか聞いておきます。 

 それから店舗、事業所の関係で、商工会議所の会

員数が高田と旧西国東合わせて７５３というのはわ

かりました。それが対象になる。それも希望者だけ

ですわね。登録店だけになるでしょ。その以外の方

は、いまの説明では飲食店やサービス業など云々と

あったんですよ、などを自分たちが考えてるから指

導したいということだったと思うんですけど、どれ

ぐらいのものが考えられるのか。いわゆる、商工会

議所に入っていない方で、いない方で登録の対象に

なるところをどれぐらい見られるかちゅうのも大事

なところなんですこれは。もう全国的にはどうやっ

てるかといったら、プレミアムはお年寄りに使わせ

るために病院の医療費でもいいですよというところ

まであるわけよね。高田で言うならこれプレミアム

じゃないんで、景品を差し上げるということなんじ

ゃけども、あと、商工会以外のところで登録希望す

れば登録対象になるのはもう少し市民が絵を描ける

ように、どれぐらいどういう業種で大体おおよそど

れぐらいあるというのをちょっと説明してもらえん

でしょうか。ほんとに事業効果を上げるちゅうんな

らそういう方法をとってもらいたいと思うんです。

それぐらいにしちょきましょうね、大事なとこやね、

そこはね。 

 それから市税の年金からの特別徴収についてもう

一回お尋ねしたいのは、これ当初は介護保険料から

天引きが始まりまして、今度は７５歳以上の後期高

齢者の保険がいわゆる義務づけられたわけよね。し

かし全国的な世論の高まりの中で政府自身も見直し

をせざるを得なくなって、後期高齢者についてはも

う選択が与えられたわけよ、どちらでもいいですよ

と。よっていま聞きたいのは、この住民税について

も法を改正してこうなったんだけども、政府の動き

として本人の希望というような見直しが検討されて

ると私は聞いてるんじゃけど、あなた方の掌握は、

条例で専決処分やったけれども、将来的には本人の

希望にしますよという可能性があるのか、いや、も

うあくまでもこのまま特別徴収を強行するというこ

とになるのか、もう一回聞いておきます。 

 以上で終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、私から２点お答

えをいたします。 

 専決問題でございますけれども、税法改正が議会

が終わってからということで、どうしても議会に間

に合わないということであります。そういう面で、

どうしても専決しなきゃならん部分でありますので、

これにつきましては議長さんとも今後どうするかを

対応をご相談していきたいと思っています。 

 それから、この定額給付金の事業でありますけれ

ども、これはあくまでも商工会議所、商工会の事業

であります。それをどういうふうにして我々がフォ

ローしていくかということであります。それと同時
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にもう一つの考え方としては、我々はこれをいかに

商店のものを買っていただくかということがそうい

うもので、各市民の方々に等分にお金をあげるとい

うことではないということが我々はそう考えてます。

だから今回は商工会議所、商工会を含めた店の方々

のところでたくさん買ってもらう。それも大型店だ

けになるんじゃなくって、各店舗に買ってもらう方

法はどうかという、そういうことの中で商工会議所、

商工会の提案をいただきましたんで、これはその趣

旨に沿うんではないかと、そういうことでしました。

だから、この金額を落とすか落とさんかというのは、

それは主催者の考え方だと私思ってます。だから、

そういう面では、やはり大きな目玉をつくるのか、

つくらんかということだと思いますけども、そこ辺

のものはいまこういうような案が来てますんで、私

は尊重していきたいと、そう思っておりますし、ま

た商工会長さんもここにおられることですから、よ

くそこ辺の意思があったということもまた検討して

いただければいいのではないかと、そう思ってます。 

 その他につきましては課長に答えさせます。 

○議長（鴛海政幸君）  市参事兼税務課長尾造正直

君。 

○市参事兼税務課長（尾造正直君）  大石議員の再

質疑にお答えいたします。 

 個人住民税の特徴についても後期高齢者と同様に、

特徴もしくは口座振替の選択制ができる動きがある

のかどうかということなんですが、いま現状の中で

はそういった情報は入ってないんですが、うちのほ

うは月刊税というのをとってるんですが、税の中で

の総務省のほうのコメントの中ではそういったこと

も、後期高齢がそういう形になったんでそういうこ

とも予想されるだろうということは拝見いたしまし

た。なお、いま現在されてないのは介護保険はされ

ておりません。国保は選択制を採用しております。 

 以上であります。 

○議長（鴛海政幸君）  大石議員、答弁はもうよい

ですか。 

 商工観光課長佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君）  大石議員の会員以

外の方の考え方についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 登録対象以外の方の数値というのは設定は出され

ていないところでもございますし、なかなかいま把

握することは困難だと思います。先程おっしゃいま

した業種につきましては検討する打合せの中で、例

えば先程議員言われたとおり、おっしゃいましたと

おり病院それからパーマ屋さん、散髪屋さん、ある

いは建設業などいろんなことが考えられると思いま

す。ただこれもあくまでも参加をしていただける方

ということで、登録していただける方ということで

すので、その数値についてはここでお答えすること

は困難だと思います。できる限り市報等を使い、そ

れから市のＣＡＴＶ、市報、それから事業主体でご

ざいます会議所、商工会の商報、こういったものを

使って周知を図ってまいりたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君）  補正予算の関係でもう一

度お尋ねしたいのは、私が主張してるのはプレミア

ム方式じゃないといかんということを言ってるんじ

ゃないんですよ、市長。どうすれば市民も得をする

地元の商店や事業所なども売り上げを伸ばせるかと

いうことで議論しとるんですよ。そこ誤解のないよ

うに。確かにいまの方式のほうが同じ１，０００万

でも売上幅は増えるということはもう科学的に見て

もわかるでしょ。１割のプレミアムやったときは１

億１，０００万なんですよね、それだけの売り上げ

そうなるでしょ。これでいきましたら約３枚に１枚

当たったとしても約１億８，０００、２億近いもの

になるんよね。３枚券もらって、３枚もらって１枚

が当たったとしても。それぐらいの率で、これは最

後まで１，０００万だけの、抽選だからなかったら、

あるだけの中から当たるわけやから、全部これだけ

１，０８５だけは絶対当たると思うんですよね。そ

うすると、それでもやっぱり２億ぐらいの売り上げ

になるでしょ。５人に１人当たるとしたら３億を超

えるぐらいになるんですよね。だから売り上げが増

えることは事実なんです。じゃけど今度、市民に対

する１，０００万というのは変わらないんですね、

プレミアムと。それで、６店回って１枚の抽選券も

らえるんだけども、その場合の当たる確率を増やす

ためには、８５人で９００万ちゅうのがちょっと、

いわゆる１，０００円の券を１，０００人なんやけ

どね、それを２，０００人に増やしてあと８００万

しても、こっちは２，０００、もう１，０００人増

えるわけでしょ、そうでしょ。もう２００万増やせ

ばもう２，０００人増えるわけでしょ。それぐらい

やっても、あとの商品が少なくなっても影響ちゅう

のは当たる率が相当いいでしょうが。そうすると、
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また１，０００円がた持って新しく買い物に行ける

んですよ。するほうも、テレビもらったからといっ

て買い物に行かないんですよ、９００万円もらった

からってもう買い物に行かないんよね、そうでしょ。

１，０００円券もらえばまた買い物に行くというこ

とになるから、１，０００円券のほうを今のところ

１００万円なんだけどそれをせめて３００万、２０

０万でも３００万でもするちゅうぐらいを、それは

できないことないでしょう。そうすると確率が全然

違うんですよね。大体２、３枚買えば、１万２，０

００円、普通の方で１万２，０００円、１万２，０

００円買えば１，０００円は大方当たるなと、いう

ぐらいになるでしょうが。だからそれは指導だから、

１，０００万出す以上指導するのはやっぱ商工会と

よく話をして、そのほうが地元にとっても１，００

０円券もらえばですよ、３，０００人もらってごら

ん、３，０００人がまた買いに行くわけでしょ。そ

のほうが得じゃないかというのは、これは一般論で

も理解できる問題と思うんですよね。大きいでしょ

う、８５人で９００万ちゅうんじゃなくて、もう２

００万減らして７００万で８０人になろうと、それ

のほうがずっと得だと思いますよ。消費拡大につな

がると思うんで、そういうことになるのかどうか。 

 それから、予想数がなんぼかわからんにしても、

業種はまだ広げて市報などで登録店はこうこうこう

いう方が登録できますよというのはわかるんですよ。

広くしてもらいたいと思うんですね、希望者だけで

すよ、それは。それは、私はいいですというところ

に無理に言うことは何にもないわね。希望する人に。

そのときの事務費は市からは出さないんですよ、今

のところ、この予算でいったらね。だから、事務費

は二つの商工会議所、商工会で出すというのか、商

工会議所に入ってない方については登録希望者から

は１，０００円もらうとか何百円もらうとかいうこ

とになってるんかということも大事なんですよ。そ

れはどうなんですかね。それやったら、それで商工

会議所以外にまたなんぼか取るちゅんならね、もう

その分も国の交付税で取れるんだから、そういう事

務費についてはもう市が見てやるというのが幅広く

登録店を増やすことにつながっていくと思うんです

よ。そうすると売り上げも増えるからね。そういう

形で新たに登録される方についてはなんぼか取ると

いうんなら取らないで、市が事務費を補正で組んで

出すという方法をとってもらいたいと思いますが、

その辺どうなのか。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  市長永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、私のほうからご

質問にお答えします。 

 商品の件につきましては、商工会議所、商工会と

よく話をして、いまの市も話をしながら、どういう

ふうが一番いいかということも検討してもらいたい

と思います。それから、加入をする店舗からお金を

取ることはないようであります。そういう面の中で

商工会、商工会議所、事務費も要ることでしょうか

ら、その場合は私どももご相談に応じようとはそう

思っておりますんで、その節はひとつ皆さん方の議

決のほうをよろしくお願いしたいと思ってます。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君）  ほかに質疑はありませんか。  

 （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  これにて質疑を終結いたし

ます。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君）  共産党の大石であります。

私は、第１号報告に承認することに反対討論をいた

します。 

 この中の改定の中の一つで、いまも議論しました

ように、公的年金の受給者から今回は特別徴収をす

るということが入りましたんで、これは国保でも後

期高齢者医療でも選択制をとっておりますので、選

択制をとるべきであり、義務化すべきじゃないとい

うことで私は反対いたします。皆さんのご賛同をお

願いして討論を終わります。 

○議長（鴛海政幸君）  ほかに討論はありませんか。  

 （「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  これにて討論を終結いたし

ます。 

 これより第３５号議案を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、第３５号議案については、原案のとおり

可決されました。 

 これより第２号報告から第４号報告までを一括し

て採決いたします。 

 本件は承認することにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君）  ご異議なし認めます。 

 よって、第２号報告から第４号報告までについて

承認されました。 

 次に、第１号報告を起立により採決いたします。 

 本件は、承認することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

 （起立多数） 

○議長（鴛海政幸君）  起立多数であります。 

 よって、第１号報告については、承認されました。 

○議長（鴛海政幸君）  以上で本臨時会に付議され

ました案件の審議は全部終了いたしました。 

 これをもちまして、平成２１年第１回豊後高田市

議会臨時会を閉会いたします。 

     午前１１時０２分 閉会 
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